
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
五
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 67 号

平成 15 年

8 月26日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

一

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

○
平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
（
漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
区
画
漁
業
、
定
置

漁
業
及
び
共
同
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
事
項
等
の
決
定
）
の
一
部
訂
正（

水
　
産
　
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建
　
築
　
課
）

二

公
　
　
告

○
落
札
者
等
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
　
策
　
課
）

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　

名
　
　
称
　

開
　
設
　
者
　
　
　
　
所
　

在
　

地

平
成
一
五
、
八
、
一
　
　
　
大
久
保
歯
科
医
　
大
久
保
　
直
尚
　
丸
亀
市
土
器
町
東
一
丁
目
七
〇
番

院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

平
成
一
五
、
七
、
一
八
　
　
豊
浜
町
老
人
介
護
支
　
豊
浜
町
　
　
　
　
　
　
居
宅
介
護
支
援

援
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
三
豊
郡
豊
浜
町
大
字

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
　
和
田
浜
一
五
三
一
―

姫
浜
一
二
六
〇
―
一
　
一

平
成
一
五
、
八
、
一
　
　
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
居
宅
介
護
支
援

国
分
寺
町
ケ
ア
セ
ン
　
東
京
都
港
区
六
本
木

タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
四
丁
目
八
番
五
号

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
七
九
二
―
一
東

城
ビ
ル
二
Ｆ
（
Ｂ
室
）

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
（
漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
区
画
漁
業
、
定
置
漁
業
及
び
共

同
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
事
項
等
の
決
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

計
画
番
号
区
一
〇
五
号
中
「
計
画
番
号
区
一
〇
五
号
」
を
「
計
画
番
号
区
第
一
〇
五
号
」
に
、
同
号

中
「
王
越
町
宮
ノ
鼻
」
を
「
宮
ノ
鼻
」
に
、
「
防
波
堤
」
を
「
防
砂
堤
」
に
改
め
る
。

計
画
番
号
区
第
一
二
五
号

中
「
突
端
」
を
「
旧
突
端
」
に
、
「
海
岸
」
を
「
旧
海
岸
」
に
、
「
四
直

線
」
を
「
四
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

指
　
定
　
年
　
月
　
日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

告

示



平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
五
九
号
）

二
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路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
十
七
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
八
月
八
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
東
字
新
開
一
四
九
三
―
一

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
五
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
〜
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
四
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
十
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
丸
亀
市
津
森
町
字
上
拾
丁
分
一
二
〇
及
び
同
地
先
農
道

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
六
・
六

四
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
四
・
五
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
七
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
予
算
編
成
支
援
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
購
入
等

三
　
契
約
方
式
　
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
決
定
日
　
平
成
十
五
年
八
月
十
二
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
日
本
電
気
株
式
会
社
四
国
支
社
　
高
松
市
中
野
町
二
九
番
二
号

六
　
落
札
金
額
　
九
〇
、
〇
〇
〇
、
七
五
〇
円

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
五
年
六
月
二
十
日

八
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
政
策
部
政

策
課
予
算
調
整
室
決
算
・
予
算
執
行
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
〇
三
四

公

告


